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北杜市役所本庁舎再生可能エネルギー等導入事業（ＰＰＡ事業） 

公募型プロポーザル実施要領 

 

この要領は、北杜市プロポーザル方式の実施に関する事務処理要領（平成２４年

北杜市告示第１号）に基づき、北杜市役所本庁舎再生可能エネルギー等導入事業（Ｐ

ＰＡ事業）に係る契約に関し、公募型プロポーザルにより受注者を選定するため、

必要な事項を定めるものとする。 

 

１ プロポーザルの事業名等 

 (１) 事業名 

北杜市役所本庁舎再生可能エネルギー等導入事業（ＰＰＡ事業） 

(２) 概要 

本プロポーザルの実施要領は、北杜市再生可能エネルギーマスタープラン

に基づいた施策として、北杜市役所本庁舎再生可能エネルギー等導入事業（Ｐ

ＰＡ事業）を実施するにあたり、公募による複数業者からの提案内容を比較

検討し、本市の示す条件を網羅し、最も優れた提案を事業化するためのもの

である。 

なお、本事業に応募しようとする事業者は、参加申込書を提出し、参加資

格を有すると市から通知を受けた後、市が提示する公共施設の屋根に構造上

の耐久性と安全性、事業採算性が見込めることを市に事業計画書として提出

するものとする。 

(３) 事業内容 

    行政財産の使用許可による公共施設の屋根を活用した太陽光発電設備等事

業とする。なお、詳細は別紙仕様書のとおりとする。 

 (４) 事業期間 

太陽光発電設備等の設置撤去に係る期間と２０年間の期間を加えた期間と

し、使用許可を受けた日から最長で２２年とする。ただし、履行期間中に公

共施設を移転又は廃止するときは市と協議することとする。 

 

２ 担当部局 

北杜市市民環境部環境課ゼロカーボン推進担当 

郵便番号４０８－０１８８ 山梨県北杜市須玉町大豆生田９６１番地１ 

電子メールアドレス kankyou@city.hokuto.yamanashi.jp 

電話番号 ０５５１－４２－１３４１ 

ファックス番号 ０５５１－４２－１１２３ 
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３ 参加資格要件 

参加申込み時において、次の各号に掲げる条件を満たしていること。 

(１) 法人格を有する団体であること。ただし複数事業者の連合体（共同企業体

（ＪＶ）等を含む、以下「連合体」という。）、事業協同組合、特別目的会社

など、提出する事業計画書の内容に即した形態でも構わない。 

(２) 北杜市プロポーザル方式の実施に関する事務処理要領第４条に規定する者

であって、山梨県内に本店、支店または営業所があること（連合体の場合は

構成員のいずれかの団体が山梨県内に本店、支店または営業所があること）

とする。ただし、本事業内容の特殊性などを考慮し北杜市入札参加名簿に登

録された者以外の参加を認めるものとする。 

   なお、北杜市入札参加資格者名簿に登録された者以外が参加申込を行う場

合は、次に示す書類を持参又は郵送にて提出すること。 

  ①競争入札参加資格審査申請書類チェックシート（指定様式） 

  ②競争入札参加資格審査申請書（指定様式） 

  ③営業所一覧（任意様式） 

  ④財務諸表 

  ⑤国税に未納がない証明書（写） 

  ⑥都道府県税に未納がない証明書（写） 

  ⑦区市町村税に未納がない証明書（写） 

  ⑧登録証明書 

  ⑨履歴事項全部事項証明書（写） 

  ⑩使用印鑑届（指定様式） 

  ⑪印鑑証明書 

  ⑫営業経歴書（指定様式） 

  ⑬委任状（指定様式） 

  ⑭誓約書（指定様式） 

  ⑮役員等名簿（指定様式） 

  ⑯営業の沿革及び事業経歴書（任意様式） 

(３) 暴力団による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴

力団員をいう。）に該当しないこと。 

 

４ 参加申込み手続、募集期間及び申込方法 

 (１) 参加申込み手続 

本プロポーザルに参加を希望する者（以下「参加者」という。）は、参加募

集期間内に（４）以下に定める書類を提出すること。 
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(２) 募集期間 

令和４年５月２日（月）午前８時３０分から 

令和４年５月２４日（火）午後５時まで 

 (３) 申込方法 

次の書類をＦＡＸ、メール又は持参により提出すること。なお、提出期限

までに到着しない参加申出書は受け付けない。 

    なお、ＦＡＸ及びメールを送信した場合は、事務局に電話にて着信確認を

行うこと。 

 (４) 提出書類 

    提出書類は下記のとおりとする。 

    なお、北杜市入札参加資格者名簿に登録された者以外が参加申し込みを行

う場合は３（２）に留意すること。 

ア 参加申込書（様式第１号） 

イ 会社概要書（様式第２号） 

ウ 工事実績調書（様式第３号）及び実績を証明する書類（契約書の写し等） 

エ 国税及び地方税の滞納がないことを証する書類 

 オ 複数事業者の連合体（以下「共同企業体」という。）の場合は、次の書類を

併せて提出すること。 

  (ア) 共同企業体構成員及び役割表（様式第８号） 

(イ) 共同企業体構成員の会社概要及び国税及び地方税の滞納がないことを

証する書類 

(５) 提出先（送信先） 

   北杜市役所市民環境部環境課ゼロカーボン推進担当 

郵便番号４０８－０１８８ 山梨県北杜市須玉町大豆生田９６１番地１ 

電子メールアドレス kankyou@city.hokuto.yamanashi.jp 

電話番号０５５１－４２－１３４１（直通） 

ＦＡＸ番号０５５１－４２－１１２３ 

 (６) その他 

    参加資格の有無については、書類を収受した日から３日以内（閉庁日を除

く。）に担当部局から申込者に対して電話により連絡した後、プロポーザル参

加資格確認の通知をする。 

 

５ 説明会の開催の有無 

 (１) 施設の図面等閲覧期間 

   参加申し込みを希望する事業者は次の期間に対象施設等（平面図、立面図、

現地図、基礎図、構造計算書（ただし、構造計算書がない施設においては断
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面図と矩計図等とする））の閲覧ができる。閲覧を希望する事業者は電話にて

事前に申し込みを行うこと。 

   令和４年５月２日（月）から令和４年５月１６日（月）まで（閉庁日を除

く）午前８時３０分から午後５時まで。 

 (２) 施設屋根等の見学 

   事業計画書を提出しようとする事業者は、次の期間に屋根及び施設の外観

を見学することができる。見学を希望する事業者は電話にて申込を行うこと。

なお、記載以外の見学については要相談とする。 

    令和４年５月２日（月）から令和４年５月１６日（月）まで（閉庁日を除

く）午前８時３０分から午後５時まで。 

 

６ 提案書等の作成方法等 

 (１) 提案書等の作成方法 

  ア Ａ４縦書きを基本とし、ポイント数は１０．５以上とする。また、図表内

の文字についてはその限りではない。 

イ 刷色は、白黒、彩色は問わない。また、多量記載は避け、見やすさに留意

すること。 

ウ 他の資料等からの引用、抜粋を使用する場合は出典を明記すること。 

エ 著作権を有する資料等の無断転載はしないこと。 

(２) 提案内容 

   別紙仕様書に基づいた内容とする。 

(３) 提案書の様式 

ア 企画提案書（様式第５号） 

イ 工事実施体制・配置技術者調書（様式第６号） 

ウ 工事実施方針（様式は任意とする。） 

エ 工程表（様式は任意とする。） 

オ 事業費等計画書（様式は任意とする。） 

カ 太陽光パネル、付属設備のカタログ、パンフレット等 

キ 資金調達内訳及び収支計画書（様式は任意とする。） 

(４) 提出方法 

持参又は郵送のいずれかの方法により提出すること。 

ア 持参の場合 募集期間内（閉庁日を除く。）に提出先に持参すること。 

イ 郵送の場合 募集期間内に郵送記録がわかる方法により郵送すること。 

(５) 提出先（送付先） 

   北杜市役所市民環境部環境課ゼロカーボン推進担当 

郵便番号４０８－０１８８ 山梨県北杜市須玉町大豆生田９６１番地１ 
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(６) 提出期限 

    令和４年５月２４日（火）午後５時まで 

(７) 提出部数 

    原本１部、写し９部 

(８) 記入上の注意事項 

   別紙仕様書に記載されている事項を明確に記入すること。 

(９) 提出書類及び著作権等の取扱い 

    提出書類及び著作権の取扱いは次のとおりとする。 

ア 提出書類の著作権は、元来第三者に帰属するものを除き、提出者に帰属す

る。 

イ 提出書類に含まれる第三者の著作物の使用に関する責は、提出者が負う。 

ウ 提出書類は、提出者に本プロポーザルに関係する事業において使用し、必

要な範囲において複製するが本プロポーザルに関係する事業以外には使用し

ない。 

エ 提出書類は返却しない。 

 

７ 質疑応答 

質問及び回答は次のとおりとする。 

(１) 質問は、質問書（様式第４号）を用い、ファックスにより受け付けるもの

とし、電話又は来訪による口頭での質問並びに評価又は審査に係る質問は一

切受け付けない。 

(２) 前号の場合において、当該参加者は担当部局にファックスの着信確認を電

話により行うこと。 

(３) 質問の受付は、令和４年５月２日（月）から令和４年５月１６日（月）ま

で（閉庁日を除く）午前８時３０分から午後５時までとする。 

(４) 質問に対する回答は、受付の翌日から起算して３日以内に市のホームペー

ジにおいて行う。ただし、閉庁日は受付の起算日に含めないものとする。 

 

８ 失格事項 

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

(１) 提出書類に虚偽の記載をした場合 

(２) 提出書類に不備があり、補正が困難である場合 

(３) 応募資格に違反している場合 

(４) その他不正行為があった場合 

 

９ 審査方法、スケジュール及び審査結果の通知等 
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 (１) 審査方法 

本プロポーザルの審査は、北杜市役所本庁舎再生可能エネルギー等導入事

業（ＰＰＡ事業）公募型プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」とい

う。）が行う。 

 (２) 一次審査（書類選考） 

  ア 選考方法 

    審査委員会及び事務局が提出された申請書類を北杜市役所本庁舎再生可能

エネルギー等導入事業（ＰＰＡ事業）公募型プロポーザル選考評価基準（以

下「選考評価基準」という。）に従って審査し、得点の上位５者程度を選定す

る。 

  イ 選考評価基準（一次審査） 

    一次審査評価基準は以下の項目とする。 

    １ 会社・団体等（連合体）の実績 

    ２ 発電規模 

    ３ 市への売電価格 

    なお、詳細は評価基準表によるものとする。 

  ウ 一次審査の結果報告 

    一次審査の結果については、参加者全員に「プロポーザル参加資格確認通

知書別紙１又は別紙２」により、令和４年５月２６日までに、応募者に対し

てＦＡＸ及び電子メールにて連絡する。 

 (３) 二次審査（プレゼンテーション） 

  ア 選考方法 

    審査委員会が提出された申請書類を選考評価基準に従って審査し、審査委

員会の審査順位で最も多く１位を獲得した者を特定者（優先交渉権者）とする。

その次に多く１位を獲得した応募者を次点とする。同点となった場合または次

点の選定において１位を獲得できない場合は獲得した点数の多い者を選定する。 

   なお、応募者が１者の場合については、二次審査において、応募者に対する

審査委員会による評価項目の点数の合計が平均７０点以上であれば、実施要領

及び仕様書等の条件を満たすものと判断し、特定者（優先交渉権者）とする。 

  イ 審査日 

    審査日は令和４年５月３０日（月）午後２時３０分から実施し、日時詳細、

場所等をＦＡＸ及び電子メールにて連絡する。 

  ウ 選考評価基準（二次審査） 

    二次審査評価基準は以下の項目とする。 

    １ 会社・団体等（連合体）の状況 

     ①事業の実績・実施体制 
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     ②地域密着型企業の是非（地域貢献） 

     ③ＩＳＯの認定取得 

    ２ 発電規模及び工事計画 

     ①対象施設の発電規模 

     ②工事内容及び工事計画 

    ３ 市への売電価格 

    ４ メンテナンス 

    ５ 施設運営 

    ６ 緊急時の体制 

    ７ 事業全体の総括 

    なお、詳細は評価基準表によるものとする。 

エ 審査方法 

    プレゼンテーション２０分、質疑１０分の計３０分で実施する。提出した

企画提案書等の内容と説明内容が相違しないよう留意すること。プレゼンテ

ーションにあたって資料を投影させる場合は、スクリーン及び電源は用意す

るが、パソコン、プロジェクターについては参加者が用意すること（要事前

連絡）。 

審査委員会は提出された企画提案書に基づき、二次審査評価基準に従って

総合的に評価する。 

なお、審査委員会は非公開で行うこととし、審査の内容や経過に関する異

議、問合せには一切応じない。 

(４) 審査結果の通知 

ア 審査結果の通知は、審査実施日の翌日から起算して５日以内（閉庁日を除

く。）に通知することとし、審査委員会の審査により最も優れた提案を行った

特定者と、特定者の次に優れた提案を行った次点者に対し書面（様式第７号）

をもって通知する。 

 

１０ 契約に関する基本的事項 

(１) 市と特定者は、工事内容及び市への売電について提案に基づいた協議によ

り、北杜市役所本庁舎再生可能エネルギー等導入事業（ＰＰＡ事業）の契約

を締結する。 

(２) 特定者の協議が調わない場合は、特定者はその地位を失い次点者と協議を

行う。 

 

１１ プロポーザル全体のスケジュール 

実施内容 実施期間又は期日 
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第１回プロポーザル審査

委員会実施要領・審査基

準の決定 

令和 4 年 4 月 26 日（火）午前 10 時 30 分～ 

公告及び実施要領の公

表・ホームページへの掲

載 

令和 4 年 5 月 2 日（月）～令和 4 年 5 月 24 日（火） 

午前 8 時 30 分から午後 5 時まで 

図 面 等 閲 覧 

見 学 期 間 

令和 4 年 5 月 2 日（月）～令和 4 年 5 月 16 日（月） 

午前 8 時 30 分から午後 5 時まで（閉庁日を除く） 

募 集 期 間 
令和 4 年 5 月 2 日（月）～令和 4 年 5 月 24 日（火） 

午前 8 時 30 分から午後 5 時まで 

質 問 受 付 期 間 
令和 4 年 5 月 2 日（月）～令和 4 年 5 月 16 日（月） 

午前 8 時 30 分から午後 5 時まで（閉庁日を除く） 

質 問 回 答 期 間 
質問書受付日の翌日から 3 日以内に回答 

（閉庁日を除く）北杜市ホームページにて公開 

参加申込書及び参加資格

確認申請書提出期限 
令和 4 年 5 月 19 日（木）午後 5 時まで 

提 案 書 提 出 期 限 令和 4 年 5 月 24 日（火）午後 5 時まで 

第２回プロポーザル審査

委員会 

(プレゼンテーション審

査) 

令和 4 年 5 月 30 日（月）午後 2 時 30 分～ 随時審査 

※詳細は参加確定後に通知 

審 査 結 果 通 知 
令和 4 年 6 月 6 日（月）までに応募者に通知する 

（審査日の翌日から閉庁日を除き 5 日以内） 

 

１２ その他 

 ア 市長が天災等の不可抗力により、プロポーザルを公正に執行することができ

ないおそれがあると認めたときは、既に公告または通知した事項の変更、ある

いは本プロポーザルを延期若しくは中止することができる。 

イ 本件に係る応募書類の作成、提出、プレゼンテーション等に要する一切の費

用は応募者の負担とする。 

ウ 応募書類の提出に当たっての留意事項 

提出された応募書類は、提出期限までは記載された内容の追加、変更等を行

うことができるものとする。ただし、記載された内容の追加、変更等を行う場

合は、提出された書類を一旦持ち帰り、応募書類の提出期限までに改めて内容

の追加、変更等を行った書類を提出するものとする。提出期限を過ぎた後は、
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応募書類の追加、変更はできないものとする。理由を問わず、応募書類の提出

期限後の提出は一切受け付けないものとする。応募書類の作成に当たっては、

実施要領及び仕様書の記載事項の内容等を確認の上、作成するものとする。 

エ 北杜市からの疑義照会及び追加資料の要求 

応募書類を提出期限までに提出した者に対して、北杜市から応募書類の内容

についての追加資料の提出を求めることがある。 

オ 情報公開 

本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、北杜市情報公開条例（平

成１６年北杜市条例第１２号）に基づき、応募書類を公開することがある。 

 

 


